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1. 上智大学学則（抜粋） （平成３０年４月１日改正施行） 
 

 
上智大学学則全文は，公式ホームページに公開しています。 

 
   第１章 設立目的及び使命 

 

第１条 上智大学（以下「本学」という。）は，イエズス会の設立にかかり，その法的設置者は学校法人上智学院である。 

第２条 本学は，カトリシズムの精神にのっとり，学術の中心として，真理を探求し，広い知識と深い専門の学芸を教授

し，知的，道徳的及び応用的能力の展開による人間形成につとめ，有能な社会の先導者を育成するとともに，文化の発

展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況について自

己点検及び評価を実施するものとする。 

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。 

３  本学は，教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するため

にファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。 

４ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については，別に定める。 

 

   第２章 大学の組織 

 

第４条 教育研究上の基本組織として，本学に次の学部学科を置く。 

   神 学 部    神学科 

   文 学 部    哲学科，史学科，国文学科，英文学科，ドイツ文学科，フランス文学科，新聞学科 

   総合人間科学部    教育学科，心理学科，社会学科，社会福祉学科，看護学科 

   法 学 部    法律学科，国際関係法学科，地球環境法学科 

   経 済 学 部    経済学科，経営学科 

   外 国 語 学 部    英語学科，ドイツ語学科，フランス語学科，イスパニア語学科，ロシア語学科， 

             ポルトガル語学科 

   総合グローバル学部    総合グローバル学科 

   国際教養学部    国際教養学科 

   理 工 学 部    物質生命理工学科，機能創造理工学科，情報理工学科 

２ 学生の履修上の区分に応じて，副専攻及び研究室等を置くことができる。これに関する事項については，別に定める。 

３ 各学部に共通する言語教育を行うために，言語教育研究センターを置く。言語教育研究センターに関する事項につい

ては，別に定める。 

４ 本学の教育のグローバル化を促進するために，グローバル教育センターを置く。グローバル教育センターに関する事

項については，別に定める。 

５ 第１項に定める学部及び学科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第２条に定める各学

部共通の目的のほか，各学部の設置趣旨に基づき，別に定める。 

第５条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院の学則は，別に定める。 

第６条 本学に図書館，研究機構，センターその他の附属教育研究機関を置く。これに関する事項については，別に定め

る。 

 

   第６章 修業年限，学年，学期及び休業日 

 

第１３条 本学の修業年限は，本規程に特別の定めのある場合を除いては４年とする。 

第１４条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第１５条 学期は，学年を分けて，春学期および秋学期とし，それぞれ次の期間とする。 

   春学期  ４月１日から９月２０日まで 
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   秋学期  ９月２１日から翌年３月３１日まで 

第１７条 授業休業日は，次のとおりとする。 

 ただし，第６号から第８号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。 

 （１）土曜日 

 （２）日曜日 

 （３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 （４）創立記念日（１１月１日） 

 （５）聖ザビエルの祝日（１２月３日） 

 （６）春期休業 

 （７）夏期休業 

 （８）冬期休業 

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日（補講日及び集中講義期間を含む）とすることができ

る。 

 

   第７章 授業科目及び単位 

 

第１９条 授業科目の種類は，全学共通科目，語学科目及び学科科目とし，各々を必修科目，選択科目及び自由科目に区

分する。 

２ 授業科目の編成は，別に定める。 

３ 前項で定めるもののほか，学長は臨時に授業科目を開設することができる。 

第２０条 授業科目を履修する場合，その授業に出席し，かつ，試験に合格した者には，その授業科目所定の単位を与え

る。 

２ 授業科目の単位は，別に定める。 

第２２条 授業科目の単位数は，１単位履修に４５時間の学修を要することを標準とし，次の基準によって授業時間に対

応した単位数を計算する。 

 （１）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

 （２）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等については，これらの学修の成果を評価し，単位を付与することが

適切と認められた場合にはこれらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

３ １単位の計算基礎となる授業時間については，学長がこれを決定する。 

 

   第８章 入学，編入学，転部科，休学，留学，退学及び再入学 

 

第２３条 入学時期は，学期の初めとする。 

第２４条 本学は，次の各号の一に該当する者につき選考の上，入学を許可する。 

 （１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

 （２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 （３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

 （４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

 （５）文部科学大臣の指定した者 

 （６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

 （７）その他相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

２ 入学の許可は，学長がこれを決定する。 

第２５条 本学への入学を志願する者は，所定の入学検定料を納入し，入学願書に次の書類を添えて，指定の期日までに

願い出なければならない。 

 （１）出身高等学校長から提出される調査書又は成績証明書，認定試験合格者はその合格証明書及び合格成績証明書，

国際バカロレア資格を有する者は，ＩＢディプロマ及び成績評価証明書 

 （２）その他必要書類 
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２ 既納の入学検定料は，返還しない。 

第２６条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。 

第２７条 前条に基づき入学を許可された者は，次の書類に入学納付金を添えて，指定の期日までに提出しなければなら

ない。 

 （１）保証人連署の誓約書 

 （２）地方自治体の発行する「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は，「住民票の写し」及び在留カードの

写し） 

 （３）出身高等学校等の卒業（修了）証明書 

 （４）その他必要書類 

第２８条 保証人は，日本国内に居住し，一家計を立てる成年者で，入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うこ

とができる者で，原則として父母とする。ただし，日本国籍を有さない者については，国外に居住する者でも許可する。 

第２９条 本学を卒業又は中途退学し，再び入学しようとする者については，別に定める。 

第３０条 他の大学等（外国の大学，短期大学等を含む。）から本学に編入学を希望する者については，選考によって入学

を許可することができる。 

２ 編入学者に関する事項については，別に定める。 

第３１条 他学部，他学科への転部科を希望する者については，選考によって許可することができる。 

２ 転部科に関する事項は別に定める。 

第３２条 病気その他のやむを得ない理由で休学しようとする者は，その理由を詳記した休学願を提出し，学長の許可を

受けなければならない。この場合において，病気のために休学する者は，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 休学の期間は，１学期又は１学年を区分とし，連続２年，通算４年を超えることができない。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。 

第３３条 本学との間に協定がある国外大学か，又は学長が許可した学位授与権をもつ国外大学に留学を希望する者があ

る場合，審査の上，本人の教育上有益であると認められたときは，これを許可することができる。 

２ 留学に関する事項は別に定める。 

３ 留学期間中に修得した単位の換算及び認定については別に定める。 

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは，在学中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修

得した単位（留学中に修得した単位を含む。）及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると

認められる単位を，４０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学へ入学前に大学若しくは短期大学等において履修した授業科目について修得

した単位及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると認められる単位を，編入学の場合を

除き，３０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項により，本学において修得したものとみなすことができる単位は，６０単位を超えないものとする。 

４ 第１項及び第２項において，上智社会福祉専門学校において修得した単位を本学において修得したものとみなすこと

ができる。 

５ 他の大学及び短期大学等並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に定める。 

第３８条 本学に在学する年数は，８年を超えることができない。 

２ 前項の在学年数には，休学期間を含まないものとする。 

第３９条 退学しようとする者は，所定の様式による退学願を学生証とともに提出し，学長の許可を受けなければならな

い。 

２ 退学を願い出る者は，その時期までの授業料等を完納しなければならない。 

第４０条 連続する２か年において，学部学科が指定する授業科目を含む３２単位以上を修得できない者については，学

長が退学を決定する。 

 

   第９章 履修及び登録 

 

第４１条 全学共通科目については，体育２単位を必修とし，合計２６単位を修得しなければならない。 

２ 削除 
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３ 第１項にかかわらず，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国際教養学部にあっては，体育２単位を必修とし，

合計２２単位を修得しなければならない。 

４ 全学共通科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当

することができる。ただし，国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を１２単位とする。 

５ 学科科目のうち，所定の学科科目については，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，

国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を４単位とする。 

第４１条の２ 語学科目は，外国語（英語）４単位を必修とする。ただし，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国

際教養学部にあっては，外国語８単位を必修とする。 

２ 語学科目は，必修単位を除き，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，国際教養学部

を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を８単位とする。 

３ 語学科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当する

ことができる。 

４ 削除 

第４１条の３ 学科により教育上必要があるときは，大学院研究科が指定した科目の範囲内で，別に定めるところにより

大学院開設科目の履修を認めることがある。この場合において，当該科目の修得単位は卒業に必要な単位としては算入

できないものとする。 

第４２条 学科科目については，各学科所定の最低基準以上の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の最低基準は，必修科目及び選択科目をあわせて９４単位以上でなければならない。 

３ 前項の科目のうち，各学科所定の範囲内における単位を，他学科で開講される学科科目の単位で代えることができる。 

第４５条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり，別に定める教職課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。 

２ 本学の学部，学科において取得できる教育職員免許状の種類は，別表第２(略)の定めるところによる。 

第４６条 教職に関する科目の単位（ただし，教育実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科

科目における選択科目の単位として計算することができる。 

第４７条 学芸員の資格を得ようとする者は，別に定める学芸員課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。 

２ 学芸員に関する科目の単位（ただし，博物館実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科科

目における選択科目の単位として計算することができる。 

第４９条 卒業論文については，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，期日までに提出しなければならない。 

第５０条 履修しようとする授業科目は，所定の期間に登録しなければならない。 

 

   第１０章 試験及び卒業 

 

第５２条 定期試験は大学が定める期間に行う。 

第５４条 病気その他やむをえない事情で定期試験を受けることができなかったと認められる者は，別に定める追試験料

を納付の上，追試験を受けることができる。 

第５５条 授業科目の成績評価は，上位よりＡ（１００～９０点），Ｂ（８９～８０点），Ｃ（７９～７０点），Ｄ（６９～

６０点），Ｆ（５９点以下），Ｐ，Ｘ，Ｉの評語をもって表示し，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｐを合格，Ｆ及びＸを不合格，Ｉを

評価保留とする。 

２ 前項にかかわらず，履修中止科目をＷ，認定科目をＮと表示する。 

３ 第１項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として，総合平均点（いわゆるＧｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ  

Ａｖｅｒａｇｅに相当するもの。以下「ＧＰＡ」という。）を用いる。 

４ 前項に定めるＧＰＡは，成績評価のうち，Ａにつき４．０，Ｂにつき３．０，Ｃにつき２．０，Ｄにつき１．０，Ｆ

につき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を，登録科目（Ｗ，Ｎ，

Ｐ，Ｘ，Ｉとして表示された科目を除く）の総単位数で除して算出する。 

第５７条 第１３条に定める修業年限を満たし，卒業に必要な所定の授業科目の単位を修得した者については，学長が卒

業を認定する。 

２ 卒業の期日は，毎年３月３１日又は９月２０日とする。 
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３ 卒業に必要な単位は，１２４単位を下限として，学部学科別に次のとおりとする。(略) 

第５７条の２ 本学に３年以上在学し，前条第１項に定める単位を修得し，かつ当該単位を優秀な成績をもって修得した

者が第１３条に定める修業年限に満たない卒業（以下，「早期卒業」という）を希望する場合は，学長が卒業を認定する

ことができる。 

２ 早期卒業の有無及び早期卒業に関し必要な事項は，学部ないし学科ごとに別に定める。 

３ 前条第２項は，早期卒業についてもこれを準用する。 

第５８条 学長は，前２条の規定により卒業を認定した者に対し，学士の学位を授与する。 

２ 学位には学部学科別に次の専攻分野(略)の名称を付記する。 

 

   第１１章 賞罰 

 

第５９条 人物及び学術優秀な学生は，選考によって学長が授賞する。 

第６０条 本学学生としてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓告処

分とする。 

２ 前項の処分は，学長が行う。 

第６１条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長の決定により退学させる。 

 （１）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

 （２）学内の秩序を乱した者 

 （３）大学の名誉を著しく毀損した者 

 （４）その他本学に在学させることが不適当と認められた者 

 

   第１２章 納付金及び授業料等 

 

第６２条 第２７条に定める入学に必要な納付金は，別表第３(略)のとおりとする。 

第６３条 学生は，別表第３(略)の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手続きに

よって分納することができる。 

第６４条 前条の授業料等納付金を所定の期日までに納付しない者は，退学させる。 

第６５条 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３(略)のとおりとする。 

第６６条 既納の授業料等諸納付金は，返還しない。 

 

   第１３章 奨学 

 

第６７条 本学は，学資金を給与又は貸与し，若しくは授業料の全額又は一部を免除することがある。 

２ 奨学制度に関する事項は，別に定める。 

第６８条 在学生及び卒業生から選抜した者を奨学生として海外に留学させることがある。 

 

 

   第１４章 交換留学生，交流学生，科目等履修生及び聴講生 

 

第６９条 本学は，国外大学との学生交流協定に基づき，交換留学生の受入を許可することができる。 

第７０条 本学は，国内大学との単位互換協定に基づき，交流学生の受入を許可することができる。 

第７１条 本学は，本学に在学する者以外で一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）の受入

を許可し，単位を与えることができる。 

２ 科目等履修生の受入許可及び単位の付与については，別に定める。 

第７２条 本学所定の授業科目中一又は複数の授業科目の聴講を願い出る者があるときは，一般の授業に支障のない場合

に限り選考の上，聴講生として聴講を許可することができる。 

２ 聴講に関する事項は，別に定める。 
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   第１６章 学生の生活指導と課程外教育及び健康管理 

 

第７７条 本学は，学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とのための諸機関を設ける。 

第７８条 本学は，学生及び教職員の健康を管理するため保健センターを置く。 

２ 保健センターに関する事項は，別に定める。 

第７９条 学生は，学年ごとに保健センターにおいて健康診断を受けなければならない。 

第８０条 学生は，傷病の際，保健センターを利用することができる。 

 

   第１７章 学生寮 

 

第８１条 本学は，本学の教育理念にのっとり，共同生活を通じ学生を訓育するため，附属学生寮を置く。 

２ 学生寮に関する事項は，別に定める。 

 

   第１８章 公開講座及び各種講習会等 

 

第８２条 本学は，文化向上，成人教育その他の諸研究教育活動のために，公開講座，講習会等を開設することができる。 

２ 前項に関する事項は，別に定める。 

 

   第１９章 助産学専攻科 

 

（設置） 

第８３条 本学に，助産学専攻科（以下「専攻科」という。）を置く。 

（目的・資格） 

第８４条 専攻科は，本学教育理念のもと，４年制大学における看護基礎教育の上に，助産に関する最新の知識と技術を

教授，研究し，もって母子保健の発展向上に寄与することのできる助産師を育成することを目的とする。 

２ 専攻科において取得できる資格は次のとおりとする。 

助産師国家試験受験資格 

（学生定員） 

第８５条 専攻科の学生定員は，次のとおりとする。 

    入学定員 １０名  

    収容定員 １０名 

（専攻科主任） 

第８６条 専攻科に専攻科主任を置く。 

（修業年限） 

第８７条 専攻科の修業年限は，１年とする。 

（在学年限） 

第８８条 専攻科学生は，２年を超えて在学することはできない。 

（入学資格） 

第８９条 専攻科に入学することができる者は，看護師資格を有するまたは看護師国家試験受験資格を有する者で，次の

各号の一に該当する者とする。 

 （１）大学を卒業した者 

 （２）学士の学位を授与された者 

 （３）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

 （４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了した者 

 （５）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 
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 （６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学 大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 （７）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

（入学の出願） 

第９０条 入学を志願する者は，指定の期日までに入学検定料を納付し，本学所定の書類を提出しなければならない。提

出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。 

２ 既納の入学検定料は，返還しない。 

（入学手続き及び入学許可） 

第９１条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するととも

に，入学に必要な所定の納付金を納めなければならない。 

（教育課程及び履修方法） 

第９２条 専攻科の授業科目及びその単位数並びに履修方法については，別に定める。 

（休学期間） 

第９３条 専攻科の休学期間は，１年を超えることはできない。 

２ 休学期間は，第８８条の在学年限に算入しない。 

（修了） 

第９４条 本学の専攻科に１年以上在学し，別に定めるところにより３４単位以上を修得した学生については，教授会の

議を経て，学長が修了を認定する。 

２ 学長は，前項の規定により修了を認定された者に，修了証書を授与する。 

３ 修了の期日は，毎年３月３１日とする。 

（専攻科の入学金，授業料その他の費用） 

第９５条 第９１条に定める入学に必要な納付金は学則別表第３(略)のとおりとする。 

（規定の準用） 

第９６条 専攻科に関し本章に定めるもののほか次の規定を準用する。 

 １４条，１５条，１７条，２０条，２２条，第２３条，第２８条，第３２条１項，３項，４項，第３９条，５０条から

５５条，第１１章，６３条から６７条，１６章，１７章。 

 

   第２０章 雑則 

 

第９７条 本学則に掲げる諸条項を実施するに当たり，必要ある場合は，細則を別に定めることができる。 

 

附  則 

１ 本学則は，２０１８年（平成３０年）４月１日から改正，施行する。 

２ この改正前の学生に係わる第５７条の適用については，なお従前の例による。 

〔収容定員の変更〕 

〔学部学科別卒業所要単位表改正〕 

〔学部・学科の教育研究上の目的及び人材養成の目的の改正〕 

〔学費改定〕 

 

別表第１から第３(略) 
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2. 上智大学大学院学則 （平成３０年４月１日改正施行） 
 

 

   第１章 総則 

 

（設置） 

第１条 上智大学学則第５条に基づき，上智大学に大学院を置き，これを「上智大学大学院」（以下「本大学院」という。）

と称する。 

（課程） 

第２条 本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。 

（標準修業年限） 

第３条 博士課程の標準修業年限を５年，修士課程の標準修業年限を２年とする。 

２ 博士課程は，これを前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程を博士前期課程，後期３年の課程を博士

後期課程（以下それぞれ「前期課程」「後期課程」という。）という。 

３ 第２項の規定にかかわらず，実践宗教学研究科死生学専攻，総合人間科学研究科社会福祉学専攻及び看護学専攻につ

いては，職業を有していることにより，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修

し修了することを希望する旨を申し出た者に対しては，学長の決定により，その履修を博士前期課程では「長期履修学

生」として３年まで認めることができる。 

４ 第３項の長期履修学生に関する事項は，別に定める。 

５ 前期課程は，これを修士課程として取り扱う。 

６ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の標準修業年限は３年とする。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学

院）において，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者（法学既修者）については，３０単位を超

えない範囲の単位を修得したものとみなし，１年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間，在学期間を短縮でき

ることとする。 

（在学期間の上限） 

第３条の２ 本大学院の在学期間は，休学期間を除き９年を限度とし，前期課程及び修士課程においては４年，後期課程

においては５年の期間を，それぞれ超えることができない。 

２ 専門職学位課程については，別に定める。 

（課程の目的） 

第４条 博士課程は，キリスト教精神を基盤とし，専攻分野についての研究者として，自立して研究活動を行い，又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

２ 前期課程及び修士課程は，キリスト教精神を基盤とし，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な，高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 専門職学位課程は，キリスト教精神を基盤とし，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。 

（自己評価等） 

第４条の２ 本大学院は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況に

ついて自己点検及び評価を実施するものとする。 

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。 

３ 前２項に基づき，第三者評価機関による評価を受けるものとする。 

（ファカルティ・ディベロップメント） 

第４条の３ 本大学院は，課程の目的，教育内容・方法についての組織的な研究・研修に努めるとともに，教員の教育・

研究指導能力の向上を期し，個々の教育研究活動の評価を行うものとする。 

２ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施及び個々の教育研究活動の評価方法については，別に定める。 

（研究科及び専攻） 

第５条 本大学院に次の表の左欄に掲げる研究科を置き，それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。 
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研究科名 専攻名 課程の区分 

神学研究科 神学専攻 前期課程 

  組織神学専攻 後期課程 

哲学研究科 哲学専攻  

文学研究科 哲学専攻  

 史学専攻  

 国文学専攻  

 英米文学専攻  

 ドイツ文学専攻  

 フランス文学専攻  

 新聞学専攻  

 文化交渉学専攻  

実践宗教学研究科 死生学専攻  

総合人間科学研究科 教育学専攻  

 心理学専攻  

 社会学専攻  

 社会福祉学専攻  

 看護学専攻 修士課程 

法学研究科 法律学専攻  

 法曹養成専攻（法科大学院） 専門職学位課程 

経済学研究科 経済学専攻  

 経営学専攻  

言語科学研究科 言語学専攻  

グローバル・スタディーズ 国際関係論専攻  

研究科 地域研究専攻  

  グローバル社会専攻  

理工学研究科 理工学専攻  

地球環境学研究科 地球環境学専攻  

 

 ただし，哲学研究科哲学専攻については，第２６条に定める入学者の募集を停止する。 

２ 前項により置かれる研究科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第４条に定める各研究

科共通の目的のほか，各研究科の設置趣旨に基づき，別表第１において個別に定める。 

３ 前項に規定する以外の事項については，各研究科の定める細則及び内規によるものとする。 

（収容定員） 

第６条 各研究科の収容定員は，次の表のとおりとする。 

 
前期修士課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

研究科 専攻名 入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 
合計 

神学研究科 神学専攻 20 40     40

  組織神学専攻   4 12   12

   計 20 40 4 12   52

哲学研究科 哲学専攻 ― ― ― ―   ―

文学研究科 哲学専攻 10 20 3 9   29

  史学専攻 10 20 3 9   29

  国文学専攻 10 20 3 9   29

  英米文学専攻 10 20 3 9   29

  ドイツ文学専攻 10 20 3 9   29

  フランス文学専攻 10 20 3 9   29

  新聞学専攻 10 20 3 9   29

  文化交渉学専攻 16 32 3 9   41

   計 86 172 24 72   244

実践宗教学研究科 死生学専攻 10 20 3 3   23

総合人間科学研究科 教育学専攻 10 20 5 15   35

  心理学専攻 20 40 5 15   55

  社会学専攻 10 20 3 9   29
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前期修士課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

研究科 専攻名 入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 
合計 

 社会福祉学専攻 10 20 3 9   29

  看護学専攻 9 18   18

   計 59 118 16 48   166

法学研究科 法律学専攻 20 40 4 12   52

  法曹養成専攻（法科大学院）     40 140 140

   計 20 40 4 12 40 140 192

経済学専攻 15 30 2 6   36経済学研究科 

経営学専攻 15 30 2 6   36

   計 30 60 4 12     72

言語科学研究科 言語学専攻 33 66 5 15     81

国際関係論専攻 15 30 6 18     48

地域研究専攻 15 30 5 15     45
グローバル・ 

スタディーズ研究科 

  グローバル社会専攻 30 60 3 9     69

  計 60 120 14 42     162

理工学研究科 理工学専攻 250 500 20 60   560

地球環境学研究科 地球環境学専攻 60 120 10 30     150

合 計 628 1,256 104 306 40 140 1,702

 

   第２章 大学院委員会及び研究科委員会 

 

（大学院委員会） 

第７条 本大学院に，大学院委員会を置く。 

２ 本学則に別段の定めがあるものを除き，大学院委員会に関する事項については，別に定める。 

第８条 削除 

第９条 削除 

（大学院委員会の意見具申事項） 

第１０条 大学院委員会は，次に掲げる大学院全般にわたる事項について，学長が決定を行うにあたり，意見を述べるも

のとする。 

 （１）学位の授与 

 （２）その他学長が必要なものとして定めるもの 

（研究科委員会） 

第１１条 各研究科に研究科委員会を置き，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」により任用された教員

をもって組織する。 

２ 研究科委員会の議長は，研究科委員長がこれにあたる。 

３ 削除 

４ 研究科委員会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり，意見を述べるものとする。 

 （１）学生の入学及び課程の修了 

 （２）学位の授与 

 （３）前２号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとし

て学長が定めるもの 

５ 研究科委員会は，前項に規定するもののほか，各研究科の教育研究に関する事項について審議し，及び学長の求めに

応じ，意見を述べることができる。 

６ 各研究科委員会に関する事項は，当該研究科が別に定める。 

（専攻） 

第１２条 研究科は，それぞれの専攻分野の教育研究を行うために専攻を置き，各専攻に，専攻主任を置く。 

２ 各専攻に関する事項は，当該専攻が別に定める。 

（事務組織） 

第１３条 本大学院に，大学院の事務を処理するため，必要な事務組織を置く。 
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   第３章 教育方法等 

 

（教育方法等） 

第１４条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって

行う。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，学位論文の作成に対する指導を除く。 

２ 研究科において教育上の必要があると認められる場合には，夜間その他の特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

３ 授業科目の編成は，別に定める。 

４ 研究指導に関する細目は，別に定める。 

（単位の計算基準） 

第１５条 各研究科の授業科目の単位の計算基準については，上智大学学則の規定を準用する。 

（指導教員） 

第１６条 各専攻は，所属する学生に対し，授業科目の履修に関する指導及び研究指導を行う専任教員１名を指導教員と

して定める。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，この限りではない。 

２ 指導教員は，当該専攻に所属する専任教員のうち，「大学院担当教員選考基準及び審査手続」に定める指導教員の資格

を有する教員をもってこれを充てる。 

（授業科目の履修） 

第１７条 各研究科において，指導教員が教育研究上有益と認めたときは，他の研究科又は学部の授業科目を履修させる

ことができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は，学部の授業科目を除き，８単位を超えない範囲で，当該研究科において修得した

ものとみなすことができる。 

（単位認定） 

第１８条 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学の大学院等（国外の大学の大学院等を含む。）の授

業科目を履修させ，１０単位を超えない範囲で，本大学院において修得したものとみなすことができる。 

２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，本大学院入学以前に本大学院を含む大学院において修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を１０単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすこと

ができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は，合計１０単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすこと

ができる。 

４ 前項にかかわらず，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，３０単位を超えない範囲で当該研究科にお

いて履修したものとみなすことができる。 

（研究指導の委託） 

第１９条 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学院又は研究所等（国外の大学の大学院又は国外の

研究所等を含む。）とあらかじめ協議の上，当該他大学院又は研究所等において，必要な研究指導を受けさせることがで

きる。ただし，前期課程の学生については，研究指導をうける期間は，１年を超えないものとする。 

２ 前条第１項及び第２項に定める国外の大学の大学院又は国外の研究所等への留学に関する事項は，別に定める。 

（教育職員免許） 

第２０条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり所定の科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 本大学院の専攻において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表第２(略)に定めるところによる。 

 

   第４章 課程の修了要件 

 

（修士課程及び前期課程の修了要件） 

第２１条 修士課程及び前期課程の修了の要件は，本大学院に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優

れた業績を上げた者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において，当該課程の目的に応じ適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果の審査をも
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って修士論文の審査に代えることができる。 

（博士課程の修了要件） 

第２１条の２ 本大学院の博士課程の修了の要件は，大学院に５年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上

在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における標準修業年限期間を含む。）以上在学し，３０単位以上（修

士課程，前期課程又は専門職学位課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本

大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた

者については，本大学院に３年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者に

あっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の本大学院の博士課程の修

了の要件は，大学院に修士課程又は前期課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し，３０単位以上（修士課

程又は前期課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う博士論文

の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては優れた研究業績を上げた者については，大学院に

３年（修士課程又は前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７０条の２の規定によ

り，大学院への入学資格に関し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，後期課程に入学し

た場合の本大学院の後期課程の修了の要件は，大学院に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う

博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，

大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（専門職学位課程の修了要件） 

第２１条の３ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の修了の要件は，３年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，

９３単位以上を修得することとする。ただし，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（法学既修

者）については，２年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，６５単位以上を修得することとする。 

２ 各年次で修得すべき単位及び所定の成績については，別に定める。 

（修了認定） 

第２１条の４ 学長は，前３条に規定する要件により課程の修了を認定する。 

第２２条 学位論文の審査方法等については，別に定める。 

第２３条 学位に関する試験の方法等については，別に定める。 

 

   第５章 学位 

 

（学位の授与） 

第２４条 学長は，課程を修了した者に対し，課程に応じて博士，修士又は法務博士（専門職）の学位を授与する。 

２ 学位に関する細目は，上智大学学位規程の定めるところによる。 

（学位に付記する専攻分野の名称） 

第２５条 学位には研究科専攻別に次の専攻分野の名称を付記する。 

 

研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野 

神学研究科 神学専攻 神学   

  組織神学専攻   神学 

哲学研究科 哲学専攻 哲学 哲学 

文学研究科 哲学専攻 哲学 哲学 

  史学専攻 史学 史学 

  国文学専攻 文学 文学 

  英米文学専攻 文学 文学 

  ドイツ文学専攻 文学 文学 

  フランス文学専攻 文学 文学 

  新聞学専攻 新聞学 新聞学 

  文化交渉学専攻 文学 文学 

実践宗教学研究科 死生学専攻 文学 文学 

総合人間科学研究科 教育学専攻 教育学 教育学 

  心理学専攻 心理学 心理学 

 社会学専攻 社会学 社会学 
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研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野 

  社会福祉学専攻 社会福祉学 社会福祉学 

  看護学専攻 看護学  

法学研究科 法律学専攻 法学 法学 

  法曹養成専攻（法科大学院） 法務博士（専門職）  

経済学研究科 経済学専攻 経済学 経済学 

 経営学専攻 経営学 経営学 

言語科学研究科 言語学専攻 言語学 言語学 

グローバル・スタディーズ 国際関係論専攻 国際関係論 国際関係論 

研究科 地域研究専攻 地域研究 地域研究 

  比較日本研究 比較日本研究 

 グローバル社会専攻 国際経営開発学  

  グローバル社会研究 グローバル社会研究 

理工学研究科 理学 理学 

 
理工学専攻 

工学 工学 

地球環境学研究科 地球環境学専攻 環境学 環境学 

 

２ 前項の規定にかかわらず研究科において必要と認めた場合は，前項に規定された博士専攻分野の名称に代えて「学術」

の名称を付記することができる。 

 

   第６章 入学，進学，編入学，休学，退学及び再入学 

 

（入学資格） 

第２６条 本大学院の前期課程，修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。 

 （１）大学を卒業した者 

 （２）学士の学位を授与された者 

 （３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

 （４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了した者 

 （５）我が国において，外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学日本校）を修了

した者 

 （６）外国の大学等において，修業年限が３年以上の課程を修了することにより，学士の学位に相当する学位を授与さ

れた者 

 （７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 （８）文部科学大臣の指定した者 

 （９）大学に３年以上在学し，本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

（１０）その他本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，

２２歳に達した者 

２ 後期課程に進学又は編入学することのできる者は，修士の学位，専門職学位を有する者又は修士の学位を有する者と

同等以上の学力を有する者と認められる者とする。 

３ 前項の場合において，修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認められる者は，次の各号の一に該当する

者とする。 

 （１）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 （２）外国の学校が行う通信教育における授業科目を履修することにより修士の学位又は専門職学位に相当する学位を

授与された者 

 （３）我が国において，外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）

日本校）を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 （４）国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

 （５）大学等を卒業し，大学，研究所等において２年以上研究に従事した者で，本大学院において，修士の学位を有す

る者と同等の学力があると認めた者 

 （６）文部科学大臣の指定した者 
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 （７）その他本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた

者で，２４歳に達した者 

４ 第１項及び第２項に規定する入学，進学及び編入学の許可は，学長がこれを決定する。 

（選抜試験） 

第２７条 前期課程，修士課程及び専門職学位課程への入学，後期課程への進学又は編入学を志願する者に対しては，そ

れぞれ各研究科の定めるところに従って選抜試験を行う。 

２ 外国人留学生に対しては，特別に選考の上，入学を許可することができる。 

（休学，復学及び退学の願い出） 

第２８条 休学又は退学しようとする者は，それぞれ所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。 

２ 休学の期間は，１学期または１学年を区分とし博士課程通算５年を超えることができない。ただし，修士課程及び専

門職学位課程においては，２年を限度とする。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。 

（留年） 

第２８条の２ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）において，各年次の所定の単位を修得できない場合又は各年次で

所定の成績を修めることができない場合には，当該年次に留まる。この場合における各年次の所定の単位及び所定の成

績については，別に定める。 

（退学及び懲戒処分） 

第２９条 次の各号の一に該当する者は，学長の決定により退学させる。 

 （１）授業料その他，学費を納入しない者 

 （２）第３条の２に定める在学期間の上限を超えた者 

 （３）成業の見込みがないと認められる者。ただし，認定事由は，各研究科において，別に定める。 

第２９条の２ 本学学生にしてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓

告処分とする。 

２ 次の各号の一に該当する者は，退学させる。 

 （１）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

 （２）学内の秩序を乱した者 

 （３）大学の名誉を著しく毀損した者 

 （４）その他本学に在学させることが不適当と認められた者 

３ 前二項の処分は，学長が行う。 

４ 前三項に定めるもののほか，学生の処分に必要な事項は別に定める。 

（再入学） 

第３０条 本大学院を退学し，再入学をしようとする者は，所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。 

２ 再入学の願いが出た場合は，学長はこれを許可することができる。 

（入学時期） 

第３１条 本大学院の入学時期は，学期の初めとする。 

（在学期間） 

第３２条  削除 

 

   第７章 学年，学期及び休業日 

 

（学年，学期及び休業日） 

第３３条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第３３条の２ 学年を分けて次の２学期とする。 

  春学期  ４月１日から９月２０日まで 

  秋学期  ９月２１日から翌年３月３１日まで 

第３３条の３ 授業休業日は，次のとおりとする。 

ただし，第５号から第７号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。 

 (１)日曜日 

 (２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
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 (３)創立記念日（１１月１日） 

 (４)聖ザビエルの祝日（１２月３日） 

 (５)春期休業 

 (６)夏期休業 

 (７)冬期休業 

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日(補講日及び集中講義期間を含む)とすることができる。 

 

   第８章 交換留学生，委託聴講生，聴講生及び研究生 

 

（交換留学生） 

第３４条 本大学院は国外大学大学院との交換留学協定に基づき，交換留学生の受け入れを許可することができる。 

（委託聴講生） 

第３５条 本大学院は国内大学院との単位互換協定に基づき，委託聴講生の受け入れを許可することができる。 

（聴講生） 

第３６条 本大学院の特定の授業科目について聴講を願い出る者に対しては，選考の上，聴講生として聴講を許可するこ

とができる。 

２ 聴講生に関する事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第３６条の２ 本大学院は学位取得を目的としないで一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）

に対し単位を与えることができる。 

２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 

（研究生） 

第３７条 本大学院において特定事項の研究を願い出る者に対しては，選考の上，研究生としてこれを許可することがで

きる。 

２ 研究生に関する事項は，別に定める。 

 

   第９章 入学納付金及び授業料等納付金 

 

（入学手続） 

第３８条 本大学院に入学，進学又は編入学を許可された者は，所定の期限内に，所定の書類を提出し，別表第３(略)で

定める入学に必要な納付金を納付しなければならない。 

（授業料等納付金） 

第３９条 本大学院在学生は，別表第３(略)の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定

の手続きにより各学期の初めに分納することができる。 

２ 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３(略)のとおりとする。 

 

   第１０章 その他 

 

（規定の準用） 

第４０条 本学則に規定していない事項については，上智大学学則の規定を準用する。 

 

附 則 

この学則は，2018 年（平成 30 年）4月 1日から改正，施行する。 

〔実践宗教学研究科死生学専攻後期課程の設置〕 

〔収容定員の変更〕 

〔実践宗教学研究科死生学専攻における長期履修制度導入〕 

〔研究科委員会の議長の選任方法の変更〕 

〔入学資格の変更〕 

〔学費改定〕 

 



 

- 75 - 

3. 上智大学学位規程（抄） 
 

制定 昭和43年4月1日 

改正 平成30年4月1日 
（目  的） 

第 1 条 この規程は，学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号），上智大学大学院学則及び上智大学学則に基づき，上智大学

（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位の種類） 

第 2条 本学において，学長が授与する学位は，博士，修士，専門職学位及び学士とする。 

（博  士） 

第 3 条 博士の学位は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる学識を有する者に授与する。 

（修  士） 

第 4 条 修士の学位は，広い視野に立って精深な学識を修め，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業

等に必要な高度の能力を有する者に授与する。 

（専門職学位） 

第 4 条の 2 専門職学位は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を有する者に授与す

る。 

（博士の学位授与の要件） 

第 5条 博士の学位は，本学大学院学則第 21 条の 2 により，修士課程及び博士課程を修了した者に授与する。 

第 6 条 前条に定める者のほか，博士の学位は，本学大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院を修了し

た者と同等以上の学力を有することを試問により確認された者に授与する。 

（修士の学位授与の要件） 

第 7条 修士の学位は，本学大学院学則第 21 条により，修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与する。 

（学士の学位授与の要件） 

第 7条の 2 学士の学位は，本学学則第 57 条により，本学を卒業した者に授与する。 

（専門職学位の授与要件） 

第 7条の 3 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院学則第 21 条の 3 により，専門職学位課程を修了した者に授与する。 

（学位論文の提出） 

第 8 条 第 5 条の規定により博士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。 

第 9条 第 7条の規定により修士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修了

し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。 

２ 修士論文提出については，あらかじめ指導教員の承認を受けるものとする。 

（申請方法及び申請書類） 

第 10 条 博士後期課程（以下「後期課程」という。）に在学する者が博士の学位を受けようとするときは，論文審査願に

論文目録，論文，論文要旨及び履歴書各3部を添え，学長に提出するものとする。 

２ 第 6 条の規定により博士の学位を申請しようとする者は，学位申請書に論文目録，論文，論文要旨，履歴書各 3 部を

添え，その申請する学位の専攻分野の名称を指定して，学長に提出するものとする。 

３ 修士の学位を受けようとする者は，所定の学位論文提出票に論文を添え，学長に提出するものとする。この場合，論

文の部数及び提出期限は，各研究科の定めるところによる。 

４ 前 3 項の規定により提出する論文は，主論文 1 篇に限る。ただし，参考として他の論文を添付することができる。 

（申請の受理） 

第 11 条 学位論文の申請に関する事務は，学事局学事センターがこれを取り扱う。 

２ 第 6 条の規定による学位申請の受理は，学長が決定する。 

３ 前項により学位論文の受理を決定したとき，学位申請者は，別に定める審査料を納付しなければならない。 

４ 前項の定めにかかわらず，学位申請者が次の各号の一つに該当する場合は，審査料を免除する。 

（1）上智学院が設置する学校の専任教職員 

（2）本学大学院の後期課程に3年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けて退学したときから    
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1年以内に学位申請のあった者 

５ 受理の決定した学位論文及び納付された審査料は返還しない。 

（論文審査委員会） 

第 12 条 学位論文が受理された場合，研究科委員会は論文審査委員会を設ける。 

２ 論文審査委員会は，主査 1 名および 2 名以上の副査により構成する。 

３ 主査は，当該研究科に所属する大学院担当教員のうち指導教員の資格要件を備えるものと認められる者から選出し，

論文審査委員会の委員長となる。 

４ 副査は，当該研究科に所属する大学院担当教員から選出する。 

５ 前項の規程にかかわらず，当該研究科委員会が論文審査のために必要があると認めたときは，当該研究科委員会の議

により，本学の他研究科又は学部の教員もしくは他の大学院又は研究所等の教員等を副査として招聘することができる。 

（論文の審査） 

第 12 条の 2 論文審査委員会は，本学大学院学則第 21 条及び第 21 条の 2 に規定する論文の審査及び試験並びに第6条に

規定する論文の審査及び学力の確認（以下，「試問」という）を行う。 

２ 論文審査委員会は，論文審査のために必要があると認めたときは，模型又は標本その他を提出させることができる。 

（試  験） 

第 13 条 本学大学院学則第 21 条及び第 21 条の 2 に規定する試験は，専攻学術と外国語について行う。 

２ 前項に定める試験は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。 

３ 専攻学術についての試験は，学位論文を中心として広く関連した科目につき口述により行う。 

４ 外国語についての試験は，修士の場合は 1 か国語，博士の場合は 2 か国語を課する。 

５ 前項の規定にかかわらず，博士の場合，研究科委員会が認めた場合は，1 か国語にすることができる。 

６ 第 4 項の規程にかかわらず，学位申請書の学位の種類や学位論文の性格に応じ，外国語試験を行う必要がないと研究

科委員会が認めた場合は，これを免除することができる。 

（試  問） 

第 14 条 第 6 条に規定する学力の確認（試問）は，専攻学術と外国語について行う。 

２ 前項に定める試問は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。 

３ 専攻学術についての試問は，本学大学院の後期課程を修了して博士の学位を授与される者と同等以上の学力を有する

か否かについて行う。 

４ 外国語についての試問は，2 か国語を課する。 

５ 前項の規定にかかわらず，研究科委員会が認めた場合は，1 か国語にすることができる。 

６ 第 6 条の規定により博士の学位を申請した者が，本学大学院の後期課程に 3 年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けて退学した者であるときは，研究科委員会の議により学力の確認を免除することができる。 

（審査期間） 

第 15 条 博士論文の審査及び試験又は学力の確認は，学位申請を受理したときから 1 年以内に終了しなければならない。

ただし，特別の理由があるときは，研究科委員会の議を経て，その期間を延長することができる。 

２ 第 5 条の規定により博士の学位を申請した者は，審査期間中休学又は留学することはできない。 

３ 第 7 条の規定による修士の学位についても，第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。 

（研究科委員会の審査及び報告） 

第 16 条 研究科委員会は，論文審査及び試験又は学力の確認の終了後，論文審査委員会からの文書による報告に基づいて，

学位授与の可否を審査し，可決のものについては，その結果を大学院委員会に報告する。 

２ 前項に定める審査は，研究科委員の 3 分の 2 以上が出席し，出席者の 3 分の 2 以上の同意を要する。ただし，公務又

は出張のため研究科委員会に出席することができない委員については，委員の数に算入しない。 

（意見具申） 

第 17 条 大学院委員会は，研究科委員会の報告に基づいて，学位授与につき学長に意見を述べる。 

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 3 分の 2 以上の出席及び出席者の 3 分の 2 以上の同意

を必要とし，本学大学院学則で定める修了の期日以前にこれを行う。 

（学位の授与） 

第 18 条 学長は，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を決裁の上，学位の授与及び学位記の交付を行う。 
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２ 第 5 条，第 7 条で定める学位の授与日は，本学大学院学則で定める修了の期日とする。 

（論文要旨等の公表） 

第 19 条 本学は，博士の学位を授与したときは，博士の学位を授与した日から 3 か月以内に，その論文の内容の要旨及び

論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

（学位論文の公表） 

第 20 条 博士の学位を授与された者は，博士の学位を授与された日から 1 年以内に，当該博士の学位に係る論文の全文を

公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事由がある場合は，本学の承認を得て，当該博士の学位の授与に係る論文の

全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は当該論文の全文を求めに応

じて閲覧に供する。 

３ 第 2 項の規定により論文を公表する場合には，上智大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。 

（学位の名称） 

第 21 条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，「上智大学」と付記しなければならない。 

２ 学位の名称は，上智大学学則第 58 条 2 項に基づき別表 1（略）のとおりとする。 

３ 学位の名称は，上智大学大学院学則第 25 条第 1 項により別表 2（略）のとおりとする。 

４ 前項にかかわらず上智大学大学院学則第 25 条第 2 項により，「学術」の名称を付記することができる。 

（学位授与の取消し） 

第 22 条 学長は，次の各号に該当する場合，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を取り消し，学位記を返還させ，か

つ，その旨を公表する。 

（1）学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 

（2）学位を授与された者が，その名誉を汚辱する行為をしたとき。 

２ 大学院委員会において前項により意見を述べるにあたっては，委員の 3 分の 2 以上の出席及び出席者の 3 分の 2 以上

の同意を必要とする。この場合，第 16 条第 2 項ただし書きの規定を準用する。 

（学位授与の報告） 

第 23 条 博士の学位を授与したときは，学長は，学位規則第 12 条の定めるところにより，文部科学大臣に報告する。 

（学位記及び書類の様式） 

第 24 条 学位記及び学位申請関係書類の様式は，別記様式のとおりとする。 

 

附 則 

 この規程は，2018年（平成30年）4月1日から改正，施行する。 
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別記様式 

 

一 （第五条による場合一・進学者）   二 （第五条による場合二・編入者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 （第六条による場合）    四 （第七条の一による場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程を修了

したので博士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA   UNIVERSITY 

Tokyo,   Japan 
Confers   the   academic   degree   of 

DOCTOR OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI   TARO 
Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

甲第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士後期課程を

修了したので博士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日 
上智大学長 ○○ ○○ ○印  

 
SOPHIA   UNIVERSITY 

Tokyo,   Japan 
Confers   the   academic   degree   of 

DOCTOR OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI   TARO 
Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○ 

乙第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学に学位論文を提出しその審査に合格し、かつ、

所定の学力を有するものと認められるので、博士

（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA   UNIVERSITY 

Tokyo,   Japan 
Confers   the   academic   degree   of 

DOCTOR   OF   ○○○○○ 
Upon 

JOCHI   TARO 
Who   has   submitted   a   dissertation   and   passed 

The   required   examinations 
GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 

this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 
signature 

President ○○ ○○

第     号

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士前期課程を

修了したので修士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA UNIVERSITY 

Tokyo, Japan 
Confers the academic degree of 

MASTER OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI TARO 
Who has satisfied all the 

University’s requirements 
GIVEN UNDER THE SEAL OF  

THE  UNIVERSITY 
this ○○th day of ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○
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五 （第七条の二による場合）   六 （第七条の三による場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 （課程博士）     八 （論文博士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九                  十 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

年  月  日

上智大学長 
氏 名殿 

 
氏 名○印 

論文審査願 
 学位規程第 10 条の規定により、

博士（○○）論文の審査をお願い  
いたします。 

年  月  日 
上智大学長 

氏 名殿 
 

氏 名○印  
学位申請書 

 学位規程第 10 条の規定により、

博士（○○）の学位授与を申請い  
たします。 

論 文 目 録 
 

学位申請者 氏 名○印  
 
 
論  文 
 １ 題  目 
 ２ 公表の方法および時期 
 ３ 部  数 
 
（参考論文） 
 １ 題  目 
 ２ 公表の方法および時期 
 ３ 部  数 
 
 
        年  月  日 

履 歴 書 
 

氏 名○印  
年  月  日生 

 
本 籍 
現住所 
 
 
学   歴 
   年  月  日 
 
職   歴 
   年  月  日 
 
 研究歴および研究業績 

年  月  日 

第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学○○学部○○学科所定の課程を修め本学を卒

業したので学士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
BACHELOR   OF   ○○○○○ 

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

第     号

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位

課程（法科大学院の課程）を修了したので法務博士

（専門職）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA UNIVERSITY 

Tokyo, Japan 
Confers the academic degree of 

JURIS DOCTOR 
Upon 

JOCHI TARO 
Who has satisfied all the 

University’s requirements 
GIVEN UNDER THE SEAL OF THE UNIVERSITY 

this ○○th day of ○○20○○ 
signature 

President ○○ ○○
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4. 上智大学法科大学院履修規程 
 

 
制定 平成 18 年 4月 1日 

改正 平成 19 年 4月 1日 平成 20 年 4月 1日 

   平成 22 年 4月 1日 平成 23 年 4月 1日 

   平成 24 年 4月 1日 平成 25 年 4月 1日 

   平成 26 年 12 月 1 日 平成 27 年 4月 1日 

   平成 28 年 4月 1日 平成 29 年 4月 1日 

 （趣旨）  

第 1 条 この規程は，上智大学大学院学則（以下，「大学院学則」 という。）第 12 条第２項の規定に基づき，大学院学則

に定めるもののほか，上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 （以下，「法科大学院」 という。） の授業科目， 履修

方法，修了及び進級の要件その他必要な事項を定めることを目的とする。  

 
 （標準修業年限による区分）  

第 2 条 法科大学院の学生は，次の各号のとおり，標準修業年限により区分する。  

(1)法学未修者 大学院学則第３条第４項本文の標準修業年限の学生 

  (2)法学既修者 大学院学則第３条第４項ただし書の規定により在学期間が短縮される学生 

２ 法科大学院教授会は，入学者選抜における法律科目試験の成績その他の判定資料に基づき，法学既修者として入学を

許可する者を選考する。  

３ この規程の適用に当たっては，法学既修者は，入学を許可された年度において２年次に在学するものとみなす。  
 
 （在学年限）  

第 3 条 大学院学則第３条の２第２項の在学期間の上限は，休学期間を除き，法学未修者については６年，法学既修者に

ついては４年とする。  

 
 （修了要件）  

第 4 条 大学院学則第 21 条の３の修了要件は，法科大学院が開講する授業科目から，別表第Ⅰに定めるところに従って

単位を修得し，各年次で所定の成績を修めることにより充足しなければならない。  

 
 （前提科目）  

第 5 条 別表第Ⅱに掲げる授業科目は，同表における前提科目の単位を修得していない限り，履修することができない。  
 
 （他大学大学院で修得した単位）  

第 6 条 大学院学則第 18 条第４項の規定により，他の大学の大学院の授業科目を履修して修得した単位（入学前に本大

学院を含む大学院において修得した単位，及び他大学大学院との単位互換協定により修得した単位を含む）について，

本法科大学院において修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定により単位認定の対象となる科目は，法律基本科目，法律実務基礎科目以外の，選択必修科目及び選択科

目とする。ただし，他大学大学院との単位互換協定により修得した単位については選択科目とする。 

３ 前二項の規定により本法科大学院において修得したものとして認定する単位数は，法学未修者については合計 30 単位，

法学既修者については合計２単位を超えないものとする。 

４ 前三項の規定に定めるもののほか，単位認定に必要な事項は，別に定める。 
 
 （履修登録の手続）  

第 7 条 履修登録に関する必要事項は，各年度において法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。  
 
 （履修登録単位の上限）  

第 8 条 各年度において履修科目として登録することのできる単位数は，１年次生及び２年次生については原則として

36 単位以内とし，３年次生については 44 単位以内とする。ただし，別表第Ⅴに掲げる科目については登録上限単位数に

含めないこととする。 

２ 他大学大学院との単位互換協定により履修する授業科目の単位数は，前項の単位数に算入する。 

３ 進級が認められた場合に再履修する授業科目の単位数は，４単位を限度として，第１項の登録上限単位数に含めない

こととする。 

４ 第１項のただし書及び第３項にかかわらず，いずれの年次においても 44 単位を超えて登録することはできない。 

 
 （クラス指定）  

第 9 条 受講者数その他の事由により教育上必要があると認めるときは，法科大学院教授会の審議を経て，同一の授業科

目を複数のクラスに分けて開講することができる。  
２ 前項の授業科目を履修する学生は，指定されたクラスで受講しなければならない。ただし，必修科目の履修が必要で
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あることその他の正当な事由があるときは，この限りでない。  
３ 前項ただし書の事由があるとして指定外のクラスを受講するための手続は，別に定める。  
 
 （予備登録）  

第 10 条 法科大学院教授会は，授業科目の性質その他の事由により教育上必要があると認めるときは，当該科目の受講者

数を制限することを決定することができる。  
２ 前項の授業科目を履修する学生は，あらかじめ，予備登録をしなければならない。  
３ 予備登録の手続その他必要な事項は，法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。  
 
 （クリニック， エクスターンシップ）  

第 11 条 クリニック及びエクスターンシップを履修する学生は，関連法令を遵守すること及び取り扱った事件に関して知

り得た秘密を漏らさないことについて，担当教員の指導及び監督に服さなければならない。  
 
 （自主研究・論文作成）  

第 12 条 自主研究・論文作成を履修する学生は，担当教員を選定した上で履修登録をしなければならない。  
２ 自主研究・論文作成の単位を修得するために必要な提出論文の要件及び提出の手続は，別に定める。  
 
 （受験資格）  

第 13 条 授業欠課数が当該授業科目の開講時間数の４分の１を超える学生は，その学期における当該科目の学期末試験を

受験することができない。  
 
 （成績評価）  

第 14 条 法科大学院教授会は，大学院学則第 40 条の規定により準用する上智大学学則第 55 条の規定の適用に当たり， 考

慮すべき学生の成績分布その他の教育上必要な事項を定めることができる。  

２ 前項の事項は，厳正な成績評価を旨とするものとする。  

３ 成績評価に対する確認願い及び再確認願いについては，別に定める。  

 
 （進級・留年判定）  

第 15 条 大学院学則第 28 条の２後段の所定の単位及び所定の成績は，別表第Ⅲ及び別表第Ⅳのとおりとする。 

２ 大学院学則第 28 条の２前段の規定が適用される学生（以下，本条において「留年者」という。）は，既に修得した授

業科目の単位を改めて修得することを要しない。 ただし，別表第Ⅳに掲げる GPA の最低基準を満たさなかった留年者は，

当該年次に履修した必修科目の成績評価が Dである場合には，当該科目を再履修しなければならない。 

３ 留年者は，法科大学院が開講する授業科目のうち，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目に属するものに限り，法科

大学院長の許可を得て，配当年次にかかわらず，これを履修することができる。  

 
 （退学）  

第 16 条 大学院学則第 29 条第３号ただし書の事由は，次のとおりとする。  

(1) 大学院学則第 28 条の２及び前条第１項の規定により同一年次に２年を超えて在学することとなる場合。 ただし， 休

学期間はこれに含めない。  

(2) 履修態度，出欠その他の学修状況又は学生生活全般を通じた態度，行動その他の状況等から合理的に判断して大学院

学則第４条第３項の目的を達成することが困難であると法科大学院長が認める場合。 

 
 
  附 則 

１ この規程は，2006 年（平成 18 年）４月１日から施行する。  

２ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）における履修に関わる運用細則は，廃止する。  

３ 2004 年度及び 2005 年度における授業科目の開講，履修方法の指定，修了及び進級の要件の判定並びにこれらに関連

する事項は，この規程により実施されたものとみなす。  

 ただし，これらの事項に関して既に生じた効力は，この規程の規定により妨げられない。  

 
  附 則 

１ この規程は，2007 年（平成 19 年）４月１日から施行する。  

２ 2006 年度以前に入学した学生については，第６条，第 15 条第３項，別表第Ⅰ及び別表第Ⅱを改正する規定にかかわ

らず，なお従前の例による。  

 

  附 則 

１ この規程は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第６条を改める部分  2007 年（平成 19 年）10 月１日 

(2) 別表第Ⅱを改める部分 2008 年（平成 20 年）４月１日 

２ 2007 年度に入学した既修者については，改正後の第６条第１項の規定中「入学後２箇月以内」とあるのは，「2007 年
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11 月 30 日までに」と読み替えるものとする。  

３ 2006 年度以前に入学した既修者については，改正後の第６条の規定にかかわらず，なお従前の例による。  

 
  附 則 

  この規程の第４条，第 15 条及び別表第Ⅳは，法学未修者については 2010 年度入学者から，法学既修者については 2011

年度入学者から，それぞれ適用する。 

 

  附 則 

１ この規程は，2011 年（平成 23 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 改正後の第 8 条第 1 項ただし書きは，施行日以後に行われる履修登録について適用する。ただし，別表第Ⅴに掲げる

1年次生については，2010 年度の履修から適用する。 

３ 改正後の別表第Ⅱは，施行日以後に行われる履修について適用する。 

４ 改正後の別表第Ⅳは，法学未修者については 2011 年度入学者から，法学既修者については，2012 年度入学者から適

用する。 

 

  附 則 

１ この規程は，2012 年（平成 24 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 改正後の別表第Ⅴは，施行日以後に行われる履修について適用する。 

 

  附 則 

１ この規程は，2013 年（平成 25 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 改正後の別表第Ⅳは，施行日以後に行われる履修について適用する。なお，2010 年度以降，2012 年度までに入学した

学生で，別表第Ⅳに掲げる GPA の最低基準を満たさなかった留年者については，第 15 条第 2項の規定にかかわらず，2012

年度以降に履修した成績評価が Dであるすべての科目について，別に届け出ることにより，再履修をすることができる。 

３ 改正後の別表第Ⅳは，法学未修者については 2011 年度入学者から，法学既修者については，2012 年度入学者から適

用する。 
 
  附 則 

この規定は，2014 年（平成 26 年）12 月 1 日から改正，施行する。 
 
  附 則 

１ この規程は，2015 年（平成 27 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 改正後の別表第Ⅰは，施行日以後に行われる履修について適用する。 
 
  附 則 

１ この規程は，2016 年（平成 28 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 改正後の別表第Ⅰのうち，法律基本科目以外の科目の単位を 31 単位以上とする部分については，入学年度に関わらず

全ての学生に適用する。改正後の別表Ⅰのうち，その他の部分については，2016 年度入学者から適用する。 

３ 別表第Ⅱは，2016 年度入学者から適用する。なお，2016 年度より前の入学者について，改正前の別表Ⅱが問題となる

場合には，「民法基礎Ⅱ」を「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」と読み替えて適用する。この場合，改正前別表Ⅱとの関係で

は，「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」は合わせて 1科目として計算する。 

４ 別表第Ⅴは，入学年度に関わらず全ての学生に適用する。 
 
  附 則 
１ この規程は，2017 年（平成 29 年）4 月 1日から改正，施行する。 
２ 別表第Ⅱ（法学既修者）は，2016 年度から適用する。 
 
   別表第Ⅰ （第４条関係） 

法学未修者 

必修科目 69 単位 

法律実務基礎科目から  4 単位以上 

基礎法学・隣接科目から  4 単位以上 

展開・先端科目から 12 単位 

選択として法律基本科目以外の科目から  5 単位以上 

法学既修者 

必修科目 40 単位 

法律実務基礎科目から  4 単位以上 

基礎法学・隣接科目から  4 単位以上 

展開・先端科目から 12 単位 

選択として  5 単位 
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法学未修者・法学既修者共通 

法律基本科目以外の科目の単位 31 単位以上 

 
   別表第Ⅱ （第５条関係） 

（法学未修者） 
配当年次 科目名 前提科目 

憲法 憲法基礎 
行政法 行政法基礎 
民法Ⅰ 民法基礎Ⅰ， 民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ 
民法Ⅱ 民法基礎Ⅰ， 民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ 
商法Ⅰ 商法基礎 
商法Ⅱ 商法基礎 
民事訴訟法Ⅰ 民事訴訟法基礎 
民事訴訟法Ⅱ 民事訴訟法基礎 
刑法 刑法基礎 
刑事訴訟法 刑事訴訟法基礎 

２年次 

訴訟実務基礎 （民事） 民法基礎Ⅰ， 民法基礎Ⅱ， 民法基礎Ⅲ，民法基礎Ⅳ， 

商法基礎及び民事訴訟基礎の６科目のうち４科目以上 

公法 （総合） 憲法基礎及び行政法基礎の２科目， 
並びに憲法及び行政法の２科目のうち１科目以上 

民事法 （総合） 民法基礎Ⅰ， 民法基礎Ⅱ， 民法基礎Ⅲ，民法基礎Ⅳ， 
商法基礎及び民事訴訟法基礎の６科目， 
並びに民法Ⅰ， 民法Ⅱ， 商法Ⅰ，商法Ⅱ， 民事訴訟法Ⅰ 
及び民事訴訟法Ⅱの６科目のうち３科目以上 

刑事法 （総合） 刑法基礎及び刑事訴訟法基礎の２科目， 
並びに刑法， 刑事訴訟法の２科目のうち１科目以上 

３年次 

訴訟実務基礎 （刑事） 刑法基礎及び刑事訴訟法基礎の２科目， 
並びに刑法， 刑事訴訟法の２科目のうち１科目以上 

 

（法学既修者） 
配当年次 科目名 前提科目 
２年次 行政法 行政法基礎 

公法（総合） 憲法，行政法の２科目のうち１科目以上 
民事法（総合） 民法Ⅰ・民法Ⅱ，商法Ⅰ・商法Ⅱ，民事訴訟法Ⅰ・民事訴訟

法Ⅱの６科目のうち３科目以上 
刑事法（総合） 刑法，刑事訴訟法，の２科目のうち１科目以上 

３年次 

訴訟実務基礎（刑事） 刑法，刑事訴訟法，の２科目のうち１科目以上 
 

別表第Ⅲ 

   ◇法学未修者 

    第１年次において修得すべき単位   必修科目 24 単位 

    第２年次において修得すべき単位   必修科目 20 単位を含む 24 単位 

    ただし，必修科目の修得単位は，当該年次に配当された授業科目の単位に限る。 

 

   ◇法学既修者 

    第２年次において修得すべき単位   必修科目 20 単位を含む 24 単位 

 

   別表第Ⅳ 

   ◇法学未修者 

    第１年次乃至第３年次において充足すべき GPA の最低基準   各年次 1.6 

 

   ◇法学既修者 

     第２年次及び第３年次において充足すべき GPA の最低基準    各年次 1.6 

 

GPA は，上智大学学則第 55 条による。  

ただし，留年者が，留まる年次において，当該年次で F評価の科目を再履修する場合，次の進級・修了判定におい

て成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目に従前付されていた F は除外して算出するものとする。

また，留年者で上記の GPA の最低基準を充足しなかった者が，留まる年次において，当該年次で履修した D 評価の
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必修科目を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目

に従前付されていた Dは除外して算出するものとする。 

 

なお，2010 年度以降，2012 年度までに入学した学生については，留まる年次において，当該年次で F 評価の科目

を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目に従前付

されていた F は除外して算出するものとする。また，留年者で上記の GPA の最低基準を充足しなかった者が，留ま

る年次において，当該年次で履修した D 評価の科目を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件とし

て用いる GPA については，当該再履修科目に従前付されていた Dは除外して算出するものとする。 

 
   別表第Ⅴ 

 年次      科   目 

法学未修者 
1 年次 

2 年次 

法律基本科目の 1年次及び 2年次に配当される選択科目（8単位まで） 

「エクスターンシップⅠ」（1単位）「エクスターンシップⅡ」（1単位） 

法学既修者 2 年次 
「行政法基礎」（2単位） 

「エクスターンシップⅠ」(1 単位) 「エクスターンシップⅡ」（1単位） 
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5. 年譜 
 

 

1911 年（明治 44 年） 財団法人上智学院設立。 

1913 年（大正 2 年） 専門学校令による上智大学開設。 

1928 年（昭和 3 年） 大学令による上智大学開設。 

1951 年（昭和 26 年） 新制大学院神学研究科（神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（西洋文化専攻），

経済学研究科（経済学専攻）の修士課程を開設。 

1955 年（昭和 30 年） 神学研究科（組織神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイ

ツ文学各専攻），経済学研究科（経済制度・組織専攻）の博士課程を開設。 

1966 年（昭和 41 年） 文学研究科（教育学専攻），法学研究科（法律学専攻），理工学研究科（機械工学専攻，電気・電

子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻及び物理学専攻）の修士課程を開設。 

西洋文化研究科（西洋文化専攻）の修士課程を文学研究科（史学専攻，英米文学専攻及びドイツ

文学専攻）の修士課程に改組。 

西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイツ文学専攻）の博士課程を文学研究科（英米文学専攻及

びドイツ文学専攻）の博士課程に改組 

1968 年（昭和 43 年） 文学研究科に教育学専攻及び日本史学専攻の博士課程を増設。 

文学研究科に国文学専攻及びフランス文学専攻の修士課程を増設。 

法学研究科（法律学専攻）及び理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専

攻，化学専攻及び物理学専攻）の博士課程を開設。 

1969 年（昭和 44 年） 理工学研究科に数学専攻の修士課程を増設。 

1970 年（昭和 45 年） 文学研究科に国文学専攻の博士課程を増設。 

外国語学研究科（言語学専攻）の修士課程を開設。 

1971 年（昭和 46 年） 文学研究科にフランス文学専攻及び史学専攻（日本史学専攻を改組）の博士課程を増設。 

文学研究科に新聞学専攻の修士課程を，外国語学研究科に国際関係論専攻の修士課程を増設。 

1972 年（昭和 47 年） 文学研究科に社会学専攻の修士課程を，理工学研究科に数学専攻の博士課程を増設。 

1973 年（昭和 48 年） 外国語学研究科に言語学専攻及び国際関係論専攻の博士課程を開設。 

1974 年（昭和 49 年） 文学研究科に新聞学専攻及び社会学専攻の博士課程を増設。 

1976 年（昭和 51 年） 大学院学則を改正し，博士前期，後期課程に変更。 

1978 年（昭和 53 年） 理工学研究科に生物科学専攻の修士課程を増設。 

1979 年（昭和 54 年） 外国語学研究科に比較文化専攻の修士課程を増設。 

1981 年（昭和 56 年） 理工学研究科に生物科学専攻の博士後期課程を増設。 

1992 年（平成 4 年） 文学研究科に心理学専攻の修士課程を増設。 

1994 年（平成 6 年） 文学研究科に心理学専攻の博士後期課程を増設。 

1997 年（平成 9 年） 外国語学研究科に地域研究専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

2001 年（平成 13 年） 文学研究科心理学専攻博士前期課程に臨床心理学コースを設置。 

2004 年（平成 16 年） 法学研究科に法曹養成専攻（法科大学院）専門職学位課程を増設。 

2005 年（平成 17 年） 文学研究科（教育学専攻，心理学専攻及び社会学専攻）の博士課程（前期・後期）を総合人間科

学研究科（教育学専攻，心理学専攻，社会学専攻及び社会福祉学専攻）の博士課程（前期・後期）

に改組。 

地球環境学研究科（地球環境学専攻）の博士課程（前期・後期）を開設。 
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2006 年（平成 18 年） 外国語学研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）をグローバル・

スタディーズ研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）に改組。 

外国語学研究科比較文化専攻修士課程をグローバル･スタディーズ研究科グローバル社会専攻の

博士前期課程に改組。 

グローバル・スタディーズ研究科にグローバル社会専攻の博士後期課程を増設。 

2007 年（平成 19 年） 経済学研究科に経済学専攻の博士後期課程及び経営学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

文学研究科教育学専攻及び社会学専攻の博士前期課程を廃止。 

2008 年（平成 20 年） 理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻，数学専攻，物理

学専攻及び生物科学専攻）の博士課程（前期・後期）を理工学研究科（理工学専攻）の博士課程

（前期・後期）に改組。 

文学研究科心理学専攻，外国語学研究科国際関係論専攻の博士前期課程を廃止。 

外国語学研究科比較文化専攻の修士課程を廃止。 

外国語学研究科地域研究専攻の博士前期課程を廃止。 

2009 年（平成 21 年） 理工学研究科機械工学専攻，電気・電子工学専攻，物理学専攻，応用化学専攻，化学専攻の博士

前期課程を廃止。 

2010 年（平成 22 年） 理工学研究科数学専攻博士前期課程を廃止。 

2011 年（平成 23 年） 総合人間科学研究科に看護学専攻の修士課程を増設。 

文学研究科に文化交渉学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

理工学研究科生物科学専攻の博士前期課程，応用化学専攻，化学専攻，物理学専攻の博士後期課

程を廃止。 

地球環境学研究科地球環境学専攻の博士課程（前期・後期）に国際環境コースを設置。 

2012 年（平成 24 年） 理工学研究科数学専攻の博士後期課程を廃止。 

2013 年（平成 25 年） 外国語学研究科国際関係論専攻の博士後期課程を廃止。理工学研究科電気・電子工学専攻，生物

科学専攻，機械工学専攻の博士後期課程を廃止。 

2014 年（平成 26 年） 文学研究科社会学専攻の博士後期課程を廃止。 

2015 年（平成 27 年） 文学研究科教育学専攻，経済学研究科経済制度・組織専攻，外国語学研究科地域研究専攻の博士

後期課程を廃止 

2016 年（平成 28 年） 文学研究科に哲学専攻博士課程（前期・後期）を増設。 

実践宗教学研究科死生学専攻修士課程を開設。 

外国語学研究科を言語科学研究科に名称変更。 

2017 年（平成 29 年） 文学研究科心理学専攻の博士後期課程を廃止。 

2018 年（平成 30 年） 実践宗教学研究科死生学専攻修士課程を博士前期課程に変更。 

実践宗教学研究科死生学専攻博士後期課程を増設。 
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6. 施設 MAP 
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 四谷キャンパス 

 
 
 

掲示板（2号館１階） 

 
 

 
➀ 学生センター

➁　

➂ ※キャリアセンター資料室内

➃

Ａ 入学センター

Ｂ 博物館・美術館キャンパス

Ｃ メンバーズ等掲示板

Ｄ カトリックセンター

Ｅ　　

Ｆ 学事センター

Ｇ　　

Ｈ
学生センター

Ｉ

Ｊ キャリアセンター

Ｋ グローバル教育センター　　
カトリックセンター

キャリアセンター
資料室

キャリアセンター

学生センター

➀

➁

➂➃

グローバル教育センター

入口

WC（M） WC（W）

EV

EV

WC
（H）

学事センター

管財グループ

イエズス会教育推進センター

 

※2 号館 1 階は 2018 年夏，変更予定 

 変更に関するお知らせは Loyola の掲示板で確認して下さい。 

 

 

 

掲示板の内容 
 

 

 主な掲示内容 上の図における位置 

全学生共通のお知らせ 

（学事関係） 
E-G 教

務
関
係 

海外留学，国際交流活動 C 

就職，キャリア作成 J 

保険関係・卒業アルバム等 I 

ボランティアビューロー L 

課外活動 I 

奨学金（外国人留学生以外） H 

奨学金（外国人留学生用） L 

学
生
生
活 

博物館・美術館キャンパスメンバーズ K 
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１・３・４・８・９号館 

 

 

 

EVWC（W）
WC（H）

ピロティピロティ

〈１階〉

第1体育場

第2体育場

106

105

104

103

102

101

３号館

館
号
３

館
号
4

館
号
4

館
号
1

WC
（M）

WC
（W）

WC
（W）

WC
（M・W）

 

EV
WC

（M・W）

第3体育場

講堂

206

205

204

203

202

201

〈２階〉

館
号
３

館
号
4

館
号
1

３号館

３号館

9号館8号館

C
W

（M）

C
W

（W）

C
W

（W）

 

 

 

 

EV
WC

（M・W）

渡廊下

吹　抜

306

305

304

303

302

301

〈３階〉

館
号
３

館
号
1

３号館

館
号
4

３号館 9号館8号館

C
W

（W）

C
W

（M）

WC
（M・W）

 

WC
（M・W）

EV406

407 408

405

403

402

401

〈４階〉

館
号
1

３号館

館
号
３

館
号
4

３号館 9号館8号館

C
W

（W）
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２号館 

 

 

 

〈B２階〉

（総 合メディア
センター）

教材準備室

CALL-C
（B203）

CALL-B
（B202）

CALL-A
（B201）

CALL-D
（B205）

CALL-E
（B207）

WC（H）

WC（W）WC（M）

EV

B215 B214 B213 B212 B211

EV

CALL-F
（B208）

CALL-G
（B209）

テレビセンター

（B204） CALL-H
（B206）

同時通訳室

 

〈B１階〉

テレビセンター

Kinokuniya
Sophia Square

（購　買）

EV

EV

WC（H）
WC（W）WC（M）

入学センター

 

 

 

カトリックセンター 管財グループ

学生センター グローバル
教育センター 学事センター 課程センター

EV

EV
口
入

入口

キャリアセンター

キャリアセンター
資料室

WC（H）

WC（W）WC（M）

イエズス会教育推進センター

 EV

EV

法科大学 院自習室
（201-a）

法科大学院 演習室
（1）

（模擬法廷）

演習室
（4）

（205）

演習室
（3）

（204）

（203-a）（203）

法科大学院
図書室
（211）

ラウンジ
（209） グローバル

教育センター
（207）

コピー室
（206）

掲示板

法科大学院
演習室（2）
（210）

非常勤
講師室
（208）

〈2階〉

WC（H）

WC（W）WC（M）

四谷研修生室
（201-b）

グループ学習室
（201-d）

※グローバル教育センターは2018年夏に２号館１Fに移転予定です。

 

 

   

 

  

 

〈1階〉＊2018 年夏，センターの移転により変更予定 

     決定後，Loyola 掲示板でお知らせします。 
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６号館 

 

 

 

〈１階〉

101

WC（W） WC（M）

ホワイエ2

EV
EV

ホワイエ3

ホワイエ1

ESC2

ESC1

検収
ステーション

LLC （Language Learning Center）

 

〈2階〉

201

205

202

EV
EV

EV

203

204
WC
（M）

WC
（W） WC

（H）

ホワイエ

ESC3

学生
ラウンジ２

学生
ラウンジ１

 

 

 
〈3階〉

301

302

303

304

307 306

305

EV

EV

EV

WC（M） WC（W）

WC
（H）

ESC

ESC4

2号館連絡デッキ

学生ラウンジ3

学生
ラウンジ4

学生
ラウンジ2

 

〈4階〉

405

406

407

408409410

EV
EV

EV

401

402

403

404

WC（W）WC（M）

WC
（H）

学生
ラウンジ3

学生
ラウンジ4

学生
ラウンジ2

学生
ラウンジ1

 

 

 

 

〈5階〉

EV
EV 学生ラウンジ

503

502 501

WC（M）

WC（W）

WC
（H）

EV
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中央図書館・総合研究棟（Ｌ号館） 

 

 

       
 

 

 

１０号館 

 

 

   

 

 

 

〈3階〉

EV

カウンセリング
センター（303）

323 324

渡廊下

（W）
C
W

（M）
C
W

308

ダイバーシティ
推進室

グリーフケア
研究所
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１１号館・上智紀尾井坂ビル 

 

 

   

 

 

 

11

館
号

ル
ビ
坂
井
尾
紀
智
上

〈１階〉

115

113

111

109

107

105

103

101

104

108

112

EV

EV

託児室

EV
ピロティ エントランスホール

備品貸出室

WC（M・W）

WC
（W）

WC
（H） WC

（M）

WC（M）
WC（W）

SSIC（Sophia Student Integration Common s）
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１１号館 

 

 

 

〈３階〉

325 321

311326 320 305

EV

WC
（M）

303

304

EV

WC（W）
WC（M）

307

ル
ビ
坂
井
尾
紀
智
上

11

館
号

 

〈４階〉

411
428

419 405

EV

WC
（W）

417

403

412

WC（W）

408

404

EV

WC（W）
WC（M）

415

413

409

407

WC（M）
 

 

 

 

〈５階〉

511
528

519

501

505

502

WC
（W）

503

504

505

EV

EV

WC
（M）

WC（W）
WC（M）
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１２号館 

 

 

  
入学センター

ＷＣ
（Ｈ）

EV EV

１０２
ＷＣ（Ｗ）
ＷＣ（Ｍ）

〈１階〉

 

 

 

   

 

 

   

 

 

クルップホール・マシンホール 
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中央図書館・総合研究棟 
 

中央書庫（専門・研究図書，大型本，ピーター・ミルワードコレクション），閲覧席 ９Ｆ 

実践宗教学研究科研究室，上智大学史資料室，会議室 

中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 ８Ｆ 

中世思想研究所，キリスト教文化研究所，キリシタン文庫，会議室，研究個室 

中央書庫（専門・研究図書，和装本，EU情報センター資料，研究所所蔵図書），閲覧席 ７Ｆ 

フランス文学研究室，フランス語研究室，アメリカ・カナダ研究所，グローバル・コン

サーン研究所，哲学研究室，英米文学研究室，英語研究室，ヨーロッパ研究所，EU情報

センター，神学研究科研究室，対面朗読室，研究個室 

中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 ６Ｆ 

イベロアメリカ研究所，国文学研究室，教育学研究室，グローバル社会専攻研究室，ド

イツ文学研究室，アジア文化研究所，会議室 

中央書庫（専門・研究図書），閲覧席 ５Ｆ 

社会学研究室，社会福祉研究室，言語学研究室，国際言語情報研究所，史学研究室，経

済学研究室，看護学専攻院生用研究室，複写サービス室，会議室，研究個室，スタッフ

用印刷室 

中央書庫（専門・研究図書）， 閲覧席 ４Ｆ 

法学研究室，国際関係論研究室, ロシア語研究室，新聞学研究室，文化交渉学研究室，

看護学研究室，地球環境研究所，地域研究専攻研究室，メディア・ジャーナリズム研究

所，準貴重資料室，会議室，研究個室 

雑誌書庫（人文・社会系雑誌バックナンバー），新聞書庫（新聞バックナンバー），大

学紀要，閲覧席，タイプ室，共同研究室 

３Ｆ 

地球環境学研究科研究室，研究個室，職員ラウンジ 

専門・研究図書（理工系），雑誌書庫（理工系雑誌バックナンバー），理工系新着雑誌，

レファレンス資料（理工系），閲覧席，コンピュータールーム L1・L2，OPAC コーナー 

２Ｆ 

言語学研究室，地球環境学研究科研究室，図書館事務室（館長室），モニュメンタ・ニ

ポニカ 

OPACコーナー，カード目録，レファレンス資料（人文・社会系），新着図書展示書架，

人文・社会系新着雑誌，新聞コーナー，閲覧席，貸出カウンター，レファレンスカウン

ター，AVコーナー，展示コーナー 

１Ｆ 

図書館事務室（総務・雑誌・選書・図書・レファレンス・閲覧） 

Ｂ１ 学部学生用図書，閲覧席，ラーニング・コモンズ，グループ学習室，学生ラウンジ，拡

大読書機室，貸しロッカー，電話ボックス 

学部学生用図書，閲覧席 Ｂ２ 

図書館事務室（システム室），集密書庫 
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 市谷キャンパス教室 

 
本館 
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研究棟 
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【上智大学キャンパス所在地】 
 
 

○四谷キャンパス 
 〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7 番 1 号 
 学事センター 
 ☎ 03－3238－3515 （教務担当） 
 ☎ 03－3238－3519 （学籍・証明書担当） 
 ☎ 03－3238－3195 （学費担当） 
 法科大学院事務室 
 ☎ 03－3238－3259  
 
○市谷キャンパス 
 〒102－0081 東京都千代田区四番町 4 
 ☎ 03－3238－4019 （守衛所） 
 
○石神井キャンパス 
 〒117－0044 東京都練馬区上石神井 4 丁目 32 番 11 号 
 ☎ 03－5991－0343 
 
○秦野キャンパス 
 上智大学短期大学部 
 〒257－0005 神奈川県秦野市上大槻山王台 999 
 ☎ 0463－83－9331 （代表）  
 
○目白聖母キャンパス 
 〒161－8550 東京都新宿区下落合 4－16－11 
 ☎ 03－3950－0171 
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